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規

則

■二
千
五
十
年
に
向
け
た
「
ぐ
ん
ま
５
つ
の
ゼ
ロ
宣
言
」
実
現
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
八
月
三
十
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
四
十
二
号

二
千
五
十
年
に
向
け
た
「
ぐ
ん
ま
５
つ
の
ゼ
ロ
宣
言
」
実
現
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

第
一
条

二
千
五
十
年
に
向
け
た
「
ぐ
ん
ま
５
つ
の
ゼ
ロ
宣
言
」
実
現
条
例
施
行
規
則
（
令
和
四
年

群
馬
県
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
八
条
を
削
り
、
第
四
十
一
条
を
第
五
十
三
条
と
し
、
第
四
十
条
を
第
五
十
二
条
と
し
、

第
三
十
九
条
を
第
五
十
一
条
と
す
る
。

第
三
十
七
条
の
見
出
し
を
「
（
食
品
ロ
ス
削
減
推
進
計
画
等
の
公
表
）
」
に
改
め
、
同
条
中

「
に
よ
る
食
品
ロ
ス
削
減
推
進
計
画
の
公
表
」
の
下
に
「
並
び
に
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
食

品
ロ
ス
削
減
推
進
計
画
に
基
づ
く
措
置
及
び
施
策
の
実
施
の
状
況
の
公
表
」
を
加
え
、
同
条
を
第

五
十
条
と
す
る
。

第
三
十
六
条
を
第
四
十
九
条
と
し
、
第
三
十
二
条
か
ら
第
三
十
五
条
ま
で
を
十
三
条
ず
つ
繰
り

下
げ
る
。

第
三
十
一
条
を
第
三
十
六
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
八
条
を
加
え
る
。

（
特
定
建
築
物
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
設
備
等
導
入
計
画
の
作
成
等
）

第
三
十
七
条

条
例
第
六
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
建
築
物
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
設
備
等

導
入
計
画
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
当
該
特
定
建
築
物
の
新
築
、
増
築
又

は
改
築
に
係
る
工
事
着
手
予
定
日
の
二
十
一
日
前
ま
で
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

２

条
例
第
六
十
条
第
一
項
第
五
号
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

特
定
建
築
物
に
導
入
す
べ
き
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
設
備
か
ら
得
ら
れ
る
熱
及
び
電
気
の

量
二

そ
の
他
知
事
が
別
に
定
め
る
事
項

（
提
出
を
要
し
な
い
軽
微
な
変
更
）

第
三
十
八
条

条
例
第
六
十
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の

全
て
に
該
当
す
る
変
更
と
す
る
。

一

条
例
第
六
十
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

特
定
建
築
物
の
床
面
積
を
変
更
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

特
定
建
築
物
に
導
入
す
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
設
備
か
ら
得
ら
れ
る
熱
及
び
電
気
の
量

を
変
更
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
設
備
等
の
種
類
を
変
更
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
変
更
後
の
特
定
建
築
物
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
設
備
等
導
入
計
画
等
の
提
出
）

第
三
十
九
条

条
例
第
六
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
後
の
特
定
建
築
物
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
設
備
等
導
入
計
画
の
提
出
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
変
更
の
事
実
が

あ
っ
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
行
う
も
の
と
す
る
。

（
特
定
建
築
物
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
設
備
等
導
入
計
画
の
実
施
報
告
）

第
四
十
条

条
例
第
六
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
特
定
建
築
物
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
設
備
等
導
入

計
画
に
定
め
る
特
定
建
築
物
（
条
例
第
六
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
後
の
特
定
建
築
物

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
設
備
等
導
入
計
画
を
提
出
し
た
特
定
建
築
主
に
あ
っ
て
は
、
当
該
変
更

後
の
特
定
建
築
物
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
設
備
等
導
入
計
画
に
定
め
る
特
定
建
築
物
）
に
係
る

工
事
の
完
了
の
報
告
は
、
当
該
工
事
の
完
了
後
十
五
日
以
内
に
行
う
も
の
と
す
る
。

（
特
定
建
築
物
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
設
備
等
導
入
計
画
等
の
公
表
）

第
四
十
一
条

条
例
第
六
十
二
条
に
規
定
す
る
特
定
建
築
物
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
設
備
等
導
入

計
画
等
の
公
表
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
特
定
建
築
物
の
設
計
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
設
備
等
の
導
入
に
係
る
説
明
）

第
四
十
二
条

条
例
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
設
備
等
の
導
入
に
よ
る
環
境
負
荷
の
低
減
へ
の
効
果

二

当
該
建
築
物
に
導
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
設
備
の
種
別

三

い
ず
れ
か
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
設
備
か
ら
得
ら
れ
る
熱
及
び
電
気
の
最
大
量

四

そ
の
他
知
事
が
別
に
定
め
る
事
項

（
説
明
を
要
し
な
い
旨
の
意
思
表
明
）

第
四
十
三
条

条
例
第
六
十
三
条
第
二
項
の
意
思
の
表
明
は
、
特
定
建
築
物
の
設
計
者
に
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
又
は
当
該
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気

的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で

あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
を
提
出
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

意
思
の
表
明
の
年
月
日

二

特
定
建
築
主
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

三

特
定
建
築
物
の
所
在
地

四

設
計
者
の
氏
名
、
一
級
建
築
士
又
は
二
級
建
築
士
の
別
及
び
そ
の
登
録
番
号

五

条
例
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
説
明
を
要
し
な
い
旨

六

そ
の
他
知
事
が
別
に
定
め
る
事
項

（
設
計
者
に
よ
る
説
明
記
録
の
保
存
期
間
）

第
四
十
四
条

条
例
第
六
十
三
条
第
三
項
の
規
則
で
定
め
る
期
間
は
、
条
例
第
六
十
条
第
一
項
の

特
定
建
築
物
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
設
備
等
導
入
計
画
に
定
め
る
特
定
建
築
物
（
同
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
変
更
後
の
特
定
建
築
物
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
設
備
等
導
入
計
画
を
提
出
し
た

特
定
建
築
主
に
あ
っ
て
は
、
当
該
変
更
後
の
特
定
建
築
物
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
設
備
等
導
入

計
画
に
定
め
る
特
定
建
築
物
）
に
係
る
工
事
が
完
了
し
た
日
（
建
築
面
積
（
増
築
又
は
改
築
の

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
増
築
又
は
改
築
後
の
建
築
面
積
）
が
百
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

場
合
又
は
そ
の
他
知
事
が
別
に
定
め
る
場
合
は
、
条
例
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
説

明
を
し
た
日
）
か
ら
起
算
し
て
三
年
と
す
る
。

第
三
十
条
を
第
三
十
五
条
と
し
、
第
二
十
六
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
を
五
条
ず
つ
繰
り
下
げ

る
。第

二
十
五
条
第
一
号
中
「
第
二
十
三
条
」
を
「
第
二
十
八
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
条
と
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す
る
。

第
二
十
四
条
を
第
二
十
九
条
と
し
、
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で
を
五
条
ず
つ
繰
り
下
げ

る
。第

十
九
条
第
一
号
中
「
第
十
七
条
」
を
「
第
二
十
二
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
四
条
と
す

る
。第

十
八
条
を
第
二
十
三
条
と
し
、
第
十
三
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
を
五
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。

第
十
二
条
の
次
に
次
の
五
条
を
加
え
る
。

（
特
定
建
築
物
排
出
量
削
減
計
画
の
作
成
等
）

第
十
三
条

条
例
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
規
模
以
上
の
建
築
物
は
、
床
面
積
（
同

項
に
規
定
す
る
増
築
又
は
改
築
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
建
築
物
と
す
る
。

２

条
例
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
建
築
物
排
出
量
削
減
計
画
は
、
当
該
特
定
建
築

物
の
新
築
、
増
築
又
は
改
築
に
係
る
工
事
着
手
予
定
日
の
二
十
一
日
前
ま
で
に
提
出
す
る
も
の

と
す
る
。

３

条
例
第
二
十
八
条
第
一
項
第
五
号
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

県
産
木
材
の
利
用
状
況

二

そ
の
他
知
事
が
別
に
定
め
る
事
項

（
提
出
を
要
し
な
い
軽
微
な
変
更
）

第
十
四
条

条
例
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の

全
て
に
該
当
す
る
変
更
と
す
る
。

一

条
例
第
二
十
八
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
な
い
も
の
で
あ

る
こ
と
。

二

特
定
建
築
物
の
床
面
積
を
変
更
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

特
定
建
築
物
の
外
壁
、
窓
等
を
通
し
て
の
熱
の
損
失
の
値
が
変
化
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ

と
。

（
変
更
後
の
特
定
建
築
物
排
出
量
削
減
計
画
の
提
出
）

第
十
五
条

条
例
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
後
の
特
定
建
築
物
排
出
量
削
減
計
画

の
提
出
は
、
変
更
の
事
実
が
あ
っ
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
行
う
も
の
と
す
る
。

（
特
定
建
築
物
排
出
量
削
減
計
画
の
実
施
報
告
）

第
十
六
条

条
例
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
特
定
建
築
物
排
出
量
削
減
計
画
に
定
め
る
特
定
建

築
物
（
条
例
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
後
の
特
定
建
築
物
排
出
量
削
減
計
画
を

提
出
し
た
特
定
建
築
主
に
あ
っ
て
は
、
当
該
変
更
後
の
特
定
建
築
物
排
出
量
削
減
計
画
に
定
め

る
特
定
建
築
物
）
に
係
る
工
事
の
完
了
の
報
告
は
、
当
該
工
事
の
完
了
後
十
五
日
以
内
に
行
う

も
の
と
す
る
。

（
特
定
建
築
物
排
出
量
削
減
計
画
等
の
公
表
）

第
十
七
条

条
例
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
る
特
定
建
築
物
排
出
量
削
減
計
画
等
の
公
表
に
つ
い
て

は
、
第
三
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

附
則
第
三
項
中
「
第
十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
四
項
中
「
第
二
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
五
項
中
「
第
三
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
二
条

二
千
五
十
年
に
向
け
た
「
ぐ
ん
ま
５
つ
の
ゼ
ロ
宣
言
」
実
現
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
三
条
を
第
五
十
四
条
と
し
、
第
四
十
五
条
か
ら
第
五
十
二
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下

げ
る
。

第
四
十
四
条
中
「
建
築
面
積
（
増
築
又
は
改
築
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
増
築
又
は
改
築
後

の
建
築
面
積
）
が
百
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
場
合
又
は
そ
の
他
知
事
が
別
に
定
め
る
場
合
」

を
「
第
三
十
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
十
五
条
と
す

る
。第

四
十
三
条
を
第
四
十
四
条
と
し
、
第
三
十
八
条
か
ら
第
四
十
二
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下

げ
る
。

第
三
十
七
条
第
二
項
第
一
号
中
「
特
定
建
築
物
」
を
「
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算

出
し
た
特
定
建
築
物
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
八
条
と
す
る
。

第
三
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
特
定
建
築
物
へ
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
設
備
の
導
入
等
）

第
三
十
七
条

条
例
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
場
合
と
す
る
。

一

建
築
面
積
（
増
築
又
は
改
築
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
増
築
又
は
改
築
後
の
建
築
面

積
）
が
百
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
場
合

二

そ
の
他
知
事
が
別
に
定
め
る
場
合

２

条
例
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
基
準
は
、
特
定
建
築
物
に
導
入
す
べ
き
再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
設
備
か
ら
得
ら
れ
る
熱
及
び
電
気
の
量
を
、
そ
れ
ぞ
れ
知
事
が
別
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
石
油
等
の
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
熱
量
に
換
算
し
て
得
ら
れ
た
量
の
合
計
が
、
一
年

当
た
り
六
十
メ
ガ
ジ
ュ
ー
ル
に
当
該
特
定
建
築
物
の
床
面
積
（
増
築
又
は
改
築
の
場
合
に
あ
っ

て
は
、
増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
合
計
の
平
方
メ
ー
ト
ル
で
表
し
た
数
値
を

乗
じ
て
得
た
量
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

附
則
第
五
項
中
「
第
四
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
中
第
一
条
の
規
定
は
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
、
第
二
条
の
規
定
は
令
和
五
年
四
月
一

日
か
ら
施
行
す
る
。

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
交
付
金
の
交
付
の
基
準
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
八
月
三
十
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
四
十
三
号

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
交
付
金
の
交
付
の
基
準
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
交
付
金
の
交
付
の
基
準
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
六
十
年
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群
馬
県
規
則
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
及
び
土
地
持
ち
非
農
家
数
中
の
総
農
家
数
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
状

況
中
の
経
営
耕
地
総
面
積
」
を
「
面
積
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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告 示■

◎群馬県告示第２０６号

群馬県県税条例（昭和２５年群馬県条例第３２号）第１４６条の１１第５項の規定により交付した次の免税証に

ついて、亡失した旨の報告があったので、無効とする。

令和４年８月３０日

群馬県知事 山 本 一 太

免税証 記 号 免税証に記載された販売業者の 免税証を

の種類
業 種

番 号
枚 数 有 効 期 間

所在地及び名称
交付した 亡失年月日
事務所

100リ 農業 G01200203～ ２枚 令和４年３月１ 群馬県前橋市朝倉町５１３－１ 前橋行政 令和４年７
ットル G01200204 日から令和５年 全農エネルギー株式会社 前橋 県税事務 月１２日
券 ２月２８日まで 店 所

◎群馬県告示第２０７号

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定により、次のとおり寄附金の収納事務を

委託した。

令和４年８月３０日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 委託を受けた者の所在地及び名称 東京都千代田区一番町８ 住友不動産一番町ビル７階 ＲＥＡＤＹＦＯＲ

株式会社

２ 委託した事務の内容 ふるさと納税を活用したクラウドファンディングに係る寄附金の収納及びその寄附金に

係る収納情報の取りまとめ

３ 委託期間 令和４年８月２日から令和５年１月３１日まで

◎群馬県告示第２０８号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定により、次の者を同項に規定する指定

納付受託者に指定した。

令和４年８月３０日

群馬県知事 山 本 一 太

指定納付受託者の所在地及び名称 指定をした日 歳入の種類

東京都千代田区一番町８ 住友不動 令和４年８月２日 ふるさと納税を活用したクラウド
産一番町ビル７階 ファンディングに係る寄附金
ＲＥＡＤＹＦＯＲ株式会社
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◎群馬県告示第２０９号

群馬県薬物の濫用の防止に関する条例（平成２７年群馬県条例第２７号。以下「条例」という。）第１３条第１

項の規定により、知事指定薬物を次のとおり指定するので、同条第３項の規定により告示する。

令和４年８月３０日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 知事指定薬物の名称

(1) １―（シクロブチルメチル）―Ｎ―（２―フェニルプロパン―２―イル）―１Ｈ―インダゾール―３―カル

ボキサミド（通称名ＣＵＭＹＬ―ＣＢＭＩＮＡＣＡ）及びその塩類

(2) ［（２Ｓ，４Ｓ）―２，４―ジメチルアゼチジン―１―イル］［（８Ｒ）― ６―メチル―９，１０―ジデ

ヒドロエルゴリン―８―イル］メタノン（通称名ＬＳＺ、ＬＡ―ＳＳ―Ａｚ）及びその塩類

(3) １―（４―フルオロ―３―メチルフェニル）―２―（ピロリジン―１―イル）ペンタン―１―オン（通称名

４―ｆｌｕｏｒｏ―３―ｍｅｔｈｙｌ―α―ＰＶＰ、ＭＦＰＶＰ）及びその塩類

２ 指定の理由

条例第２条第７号に掲げる薬物に該当し、県の区域内において濫用されるおそれがあると認められるため。

３ 指定の効力が発生する日

令和４年８月３１日

公 告■

肥料の品質の確保等に関する法律（昭和２５年法律第１２７号）第１３条第１項の規定により、次のとおり肥料

の登録事項に係る変更の届出があったので、同法第１６条第２項の規定により公告する。

令和４年８月３０日

群馬県知事 山 本 一 太

肥料の 生産業者 変 更
登録番号 肥料の名称 変更事項 新 旧

種 類 の 名 称 年月日

群馬県登録 炭酸カルシ ５４．０炭 有恒鉱業株式 令和４年７月 生産業者の 東京都中央区 埼玉県深谷市
第１０１０ ウム肥料 酸カルシウ 会社 １日 住所 日本橋兜町１ 田中３２８
号 ム肥料 ７－１－２０

４

群馬県登録 炭酸カルシ ５５．０炭 有恒鉱業株式 令和４年７月 生産業者の 東京都中央区 埼玉県深谷市
第１０２４ ウム肥料 酸カルシウ 会社 １日 住所 日本橋兜町１ 田中３２８
号 ム肥料 ７－１－２０

４

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により次のとおり土地改良区役員の退任の届
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出があったので、同条第１８項の規定により公告する。

令和４年８月３０日

群馬県知事 山 本 一 太

理 事
土地改良区名 監 事 区 分 役 員 氏 名 住 所

の 別

富士見北橘 理 事 退 任 栁井進 前橋市富士見町米野１２１６番地１

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により明治用水土地改良区の定款の変更を令和

４年８月２２日認可したので、同条第３項の規定により公告する。

令和４年８月３０日

群馬県知事 山 本 一 太

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により板倉台地土地改良区の定款の変更を令和

４年８月２２日認可したので、同条第３項の規定により公告する。

令和４年８月３０日

群馬県知事 山 本 一 太

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により、

藤岡都市計画土地区画整理事業の変更の図書の写しの送付を受けたので、同法第２１条第２項において準用する同

法第２０条第２項の規定により次のとおり公衆の縦覧に供する。

令和４年８月３０日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 都市計画の種類及び名称 藤岡都市計画土地区画整理事業 東平井打越地区

２ 都市計画の変更年月日 令和４年８月８日

３ 縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課及び藤岡市都市建設部都市計画課

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第２項の規定により検査済証を交付したので、次の開発行為

に関する工事が完了した旨を公告する。

令和４年８月３０日

群馬県知事 山 本 一 太



8

令和４年８月３０日（火） 群 馬 県 報 第１００３０号

番号 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名

１ 邑楽郡邑楽町大字石打字家間１０６９－３、１０６ 邑楽郡邑楽町大字中野２０８９番地８
９－４、１０６９－６ 菅野豊

落 札■

次のとおり落札者を決定した。

令和４年８月３０日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 落札に係る特定役務の名称及び数量 第５次群馬県庁情報通信ネットワークインターネット回線 一式

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県知事戦略部業務プロセス改革課 群馬県前橋市大

手町一丁目１番１号

３ 落札者を決定した日 令和４年７月２２日

４ 落札者の名称及び所在地 ＫＤＤＩ株式会社官公庁営業部 東京都千代田区大手町一丁目８番１号

５ 落札金額 ３０８，９５９，８６０円

６ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札

７ 入札公告をした日 令和４年６月１０日

毎週火､金曜日発行

発 行 群 馬 県
群馬県前橋市大手町一丁目１番１号
電話 027-223-1111
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